














,|17年3月2782!靖42分  性1法優事市所 N 0 9 6 3 3 P 9/21

2 すなわち、

原告は、昭和 65年 4月 1日、東京都公立学校教員 (担当教科、理科)と して

採用され、平成 10年 4月 1日付けをもって、東久留米市立西中学校 (以下 「西

中学校Jと いう。)か ら小平弊五中学校に果動したものであるが、

11)私 物等の件について

① 原告は、西中学校から小平第五中学校への異動に当たり、平成 10年 4

月上旬ころ、西中学校にあった原告の私物 (なお一部に!ま、西中学校の備

品とも思料されるものもあったので、以下 「私物等 |という。)を 2ト ン ト

ラック2 台を呼 小平第王中学口 こ推H t t Ц 乙孤 及岱 i t

の証言 (甲79)13以 下参照)。

② 原告が平成 10年 4月上旬ころに投入した私物等の量は、グシボール箱に

して 200個程度であり(証人
口口p証

言 25以下参照)、原告は、平成 10年

4月 当初は、 L記私物等を、主として第 2理科室、第 2理 科準備室に搬入

したのであり、その後、原告が投入したものも含め、平成 14年 4月 当時は、

原告の私物等は、第 2理科室、第 2理科準備童のみならず、第 1理科室、

第 1理科準備室等にも放置されていたのである(る24添付「私物-5_‐J及び

同「写真」参Ra)。

③ 平成 14年 4月 1日付けをもつて、津サ|1菊雄 (以下「澤川校長Jという。)、

岡崎美昭 (以下 「岡に,教頭」という。)は 、それぞれ校長、教頭として小平

第五中学校に着任【ンたのであるが、澤川t/~長、岡崎教頭は着任早々、校内

をまわり、理料室、理科準備室尊に、原告の私物等が放置されていること

を現認し、上記原告による私物等の放置は、半智環境の観点からすれば到

底放置出来ないものと判断し、4月 10日の聴員会議において、学習環境の

壁備について話をするとともに、平成 14年 4月 30日には、校長豊におい

て、1京告に対し、「5月の連体を利用 t′て校外に搬出してほしいJ旨を話し、

私物等の撤去を指示 (指導)し たのである(乙10及び証人澤川の証言 (甲
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